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◇鳥取県事務処理権限規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

介護保険法の一部改正及び鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に

関する条例の制定に伴い､ 知事の権限に属する事務が新たに加わることにかんがみ､ 当該事務に係る事務

処理権限に関し必要な事項を定める等所要の改正を行う｡

２ 規則の概要

(１) 介護保険法に基づく知事の権限に属する事務について､ その事務処理権限の区分を定める｡

(２) 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例に基づく知

事の権限に属する事務について､ その事務処理権限の区分を定める｡

……………………

……………………………………

………………
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権限区分 事 務 の 内 容

総合事務所長又は

東部福祉保健局長

委任

指定市町村事務受託法人の指定 (第24条の２)

指定居宅サービス事業者の指定 (第41条)

指定介護予防サービス事業者の指定 (第53条)

指定地域密着型サービス事業者の指定等に係る市町村長からの届出の受理等

(第78条の２､ 第78条の10及び第115条の18)

指定介護予防サービス事業者の指定の公示 (第115条の９)

権限区分 事 務 の 内 容

生活環境部長専決 生活環境影響調査に係る必要事項の決定等 (第６条)

勧告の内容等の公表 (第38条)

循環型社会推進課

長専決又は保健所

長委任

事業計画書の受理等 (第６条)

周知計画書の受理等 (第７条)

現地調査の実施等 (第８条)

事業計画の内容と関係法令等との整合性の照会等 (第９条)

意見書の受理 (第12条)

見解書の受理 (第13条)
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(３) その他所要の規定の整備を行う｡

(４) 施行期日は､ 公布の日とする｡ ただし､ (２)に係る部分の施行期日は､ 平成18年１月１日とする｡

◇鳥取県会計規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

(１) 納入者の利便性の向上を図るため､ 県外の金融機関の店舗に対する収納代理金融機関の指定につい

て､ 既に指定しているみずほ銀行の店舗のほかにも拡大していくこととしている｡

(２) (１)に伴い､ 公金の管理の適正化を図るため､ 収納代理金融機関等が歳入金の納付を受けたときに

指定金融機関の店舗に納付する収納金集計票について所要の改正をする｡

２ 規則の概要

(１) 収納金集計票の納付日の欄の記入に係る留意事項について所要の改正を行う｡

(２) 施行期日は､ 平成18年１月１日とする｡

(３) 所要の経過措置を講じる｡

規 則

鳥取県事務処理権限規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第123号

鳥取県事務処理権限規則の一部を改正する規則

鳥取県事務処理権限規則 (平成８年鳥取県規則第32号) の一部を次のように改正する｡
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事業計画の周知等に関する指導及び助言等 (第14条)

実施状況報告書の受理 (第15条)

実施状況報告書等の送付等 (第16条)

合意形成に関する審査結果の通知等 (第17条)

意見の調整の申出の受理等 (第18条)

意見の調整結果の通知等 (第19条)

意見の調整の終結 (第20条)

協定の締結に関する助言 (第21条)

変更届出書の受理等 (第22条)

廃止届出書の受理等 (第23条)

協定の締結に関する助言 (第29条)

事業者に対する報告の徴収 (第37条)

生活環境影響調査結果書の提出等の勧告 (第38条)

保健所長委任 処理状況報告書の受理等 (第25条)

事故状況等の届出書の受理 (第26条)



次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下 ｢移動別表細目｣ という｡) を当

該移動別表細目に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目とする｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (別表の細目の表示を除く｡) を次の表の改正後の欄中下線が引か

れた部分 (別表の細目の表示を除く｡) に改める｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第８条､ 第11条関係)

個別事項に係る事務処理権限

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第８条､ 第11条関係)

個別事項に係る事務処理権限

所

属

名

事 項 事務処理権限の区分

地方機関の

長の名称

所

属

名

事 項 事務処理権限の区分

地方機関の

長の名称種 類 内 容 知事

専決権者 委任決裁権者

種 類 内 容 知事

専決権者 委任決裁権者

部長 課長
地方機関

の長
部長 課長

地方機関

の長
部長 課長

地方機関

の長
部長 課長

地方機関

の長

略 略

長
寿
社
会
課

一～三 略 長
寿
社
会
課

一～三 略

四 介護保険

法 (平成９

年 法 律 第

123号) に

基づく知事

の権限に属

す る 事 務

(広域連合

の長に委任

したものを

除く｡)

１ 介護保険

法等の一部

を改正する

法律 (平成

17年法律第

77号) 第３

条の規定に

よる改正後

の介護保険

法 (３､ ７

から９まで､

16から18ま

で及び44か

ら47までに

おいて ｢新

介護保険法｣

という｡)

第24条の２

第１項の規

定による指

定市町村事

務受託法人

の指定

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

四 介護保険

法 (平成９

年 法 律 第

123号) に

基づく知事

の権限に属

す る 事 務

(広域連合

の長に委任

したものを

除く｡)

１ 同法第41

条第１項の

規定による

指定居宅サー

ビス事業者

の指定

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

２ 同法第41

条第１項本

文の規定に

よる指定居

宅サービス

事業者の指

定

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

３ 新介護保

険法第41条

第１項本文

の規定によ

る指定居宅

サービス事

業者の指定

(特定福祉

用具の販売

に係るもの

に限る｡)

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

４ 略 ２ 略

５ 略 ３ 略

６ 略 ４ 略

７ 新介護保

険法第53条

第１項本文

の規定によ

る指定介護

予防サービ

ス事業者の

指定

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

８ 略 ５ 略

９ 略 ６ 略

10 略 ７ 略

11 略 ８ 略

12 略 ９ 略

13 略 10 略

14 新介護保

険法第78条

の２第２項

の規定によ

る市町村長

からの届出

の受理

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

15 新介護保

険法第78条

の２第３項

の規定によ

る市町村長

からの届出

についての

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長
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助言又は勧

告

16 新介護保

険法第78条

の10の規定

による市町

村長からの

届出の受理

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

17 略 11 略

18 略 12 略

19 略 13 略

20 略 14 略

21 略 15 略

22 略 16 略

23 略 17 略

24 略 18 略

25 略 19 略

26 略 20 略

27 略 21 略

28 略 22 略

29 略 23 略

30 略 24 略

31 略 25 略

32 略 26 略

33 略 27 略

34 略 28 略

35 略 29 略

36 略 30 略

37 略 31 略

38 略 32 略

39 略 33 略

40 略 34 略

41 略 35 略

42 新介護保

険法第115

条の９の規

定による公

示

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

43 新介護保

険法第115

条の18の規

定による市

町村長から

の届出の受

理

○ 総合事務所長

東部福祉保健

局長

五～十二 略 五～十二 略

略 略

循
環
型
社
会
推
進
課

一～十 略 循
環
型
社
会
推
進
課

一～十 略

十一 鳥取県

廃棄物処理

施設の設置

に係る手続

の適正化及

び紛争の予

防､ 調整等

に関する条

例 (平成17

年鳥取県条

例第68号)

に基づく知

事の権限に

属する事務

１ 同条例第

６条第１項

又は第５項

の規定によ

る事業計画

書の受理又

は当該計画

書の送付

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

２ 同条例第

６条第２項

の規定によ

る指針の策

定

○

３ 同条例第

６条第４項

の規定によ

る生活環境

影響調査に

係る必要事

項の決定

○

４ 同条例第

７条第１項

又は第２項

の規定によ

る周知計画

書の受理又

は当該周知

計画書の送
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付

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

５ 同条例第

７条第３項

の規定によ

る市町村長

の意見の受

理

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

６ 同条例第

８条第１項

の規定によ

る現地調査

の実施

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

７ 同条例第

８条第２項

の規定によ

る周知計画

の修正の指

示

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

８ 同条例第

９条第１項

又は第２項

の規定によ

る市町村長

等への照会

又は当該照

会の結果の

通知

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長
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９ 同条例第

12条の規定

による意見

書の受理

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

10 同条例第

13条第１項

の規定によ

る見解書の

受理

(一)産業廃

棄物の処

分業に係

るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

11 同条例第

14条第１項

の規定によ

る指導及び

助言

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

12 同条例第

14条第２項

の規定によ

る市町村長

への協力の

要請

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

13 同条例第

15条の規定

による実施

状況報告書

の受理

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

14 同条例第

16条第１項
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の規定によ

る実施状況

報告書等の

送付

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

15 同条例第

16条第２項

の規定によ

る市町村長

の意見の聴

取

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

16 同条例第

17条第１項

の規定によ

る合意形成

に関する審

査結果の通

知等

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

17 同条例第

17条第３項

の規定によ

る実施状況

報告書の受

理

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

18 同条例第

18条第１項

又は第２項

の規定によ

る意見の調

整の申出の

受理又は意

見の調整の

実施

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

○

○
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要する

もの

イ ア以

外のも

の

○ 保健所長

19 同条例第

18条第３項

の規定によ

る市町村長

への協力の

要請

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

20 同条例第

18条第５項

の規定によ

る調整に関

する意見書

の受理

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

21 同条例第

19条第１項

の規定によ

る意見の調

整結果の通

知等

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

22 同条例第

20条の規定

による意見

の調整の終

結

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

23 同条例第

21条第２項

の規定によ

る協定の締

結に関する

助言

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

○
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ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○ 保健所長

24 同条例第

22条第１項

又は第２項

の規定によ

る変更届出

書の受理又

は当該届出

書の送付

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

25 同条例第

23条第１項

の規定によ

る廃止届出

書の受理

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

26 同条例第

23条第３項

の規定によ

る市町村長

への通知

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

27 同条例第

25条第１項

又は第２項

の規定によ

る処理状況

報告書の受

理又は当該

報告書の公

表

○ 保健所長

28 同条例第

26条の規定

による事故

状況等の届

出書の受理

○ 保健所長

29 同条例第

29条第３項

の規定によ

る協定の締

結に関する

助言

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

○

○



附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡ ただし､ 別表第２循環型社会推進課の項に第11号を加える改正は､ 平成

18年１月１日から施行する｡

鳥取県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第124号

鳥取県会計規則の一部を改正する規則

鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) の一部を次のように改正する｡

様式第11号を次のように改める｡
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もの

イ ア以

外のも

の

○ 保健所長

30 同条例第

37条の規定

による報告

の徴収

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

31 同条例第

38条第１項

の規定によ

る勧告

(一) 産業

廃棄物の

処分業に

係るもの

(二) (一)

以外のも

の

ア 告示

縦覧を

要する

もの

イ ア以

外のも

の

○

○

○ 保健所長

32 同条例第

38条第２項

の規定によ

る公表

○

略 略



様式第11号 (第27条関係)
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12

90

10 11

12 17 18 23

24 26 27 38

39 41 42 47

01

02

04

05

06

07

08

09



附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 平成18年１月１日から施行する｡

(経過措置)

２ この規則の施行の際現に存する書類で､ 改正前の鳥取県会計規則の定めるところにより作成されているもの

は､ 改正後の鳥取県会計規則 (以下 ｢新規則｣ という｡) の規定にかかわらず､ 当分の間､ 所要の調整をした

上で新規則に定める書類として使用することができる｡

鳥取県告示第956号
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12

91

10 11

12 17 18 23

24 26 27 35

36 38 39 44



鳥取県産業廃棄物の処理に関する指導要綱 (平成４年鳥取県告示第317号) は､ 平成17年12月31日限り廃止す

る｡

平成17年12月31日前に設置 (その構造又は規模の変更を含む｡ 以下同じ｡) に係る知事への事前協議の手続が

行われている産業廃棄物処理施設の設置に係る手続については､ なお従前の例による｡

平成17年12月28日

鳥取県知事 片 山 善 博
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